
（別紙）

水産動物の輸入許可業務におけるこいとの交雑種の取扱要領

水産動物の輸入許可業務におけるこいとの交雑種の取扱いについては、「水産動物の輸

入許可業務等に関する取扱要領に基づく具体的手続」（平成１９年９月２１日付け１９動

検第６７１号）により定めるところによるほかは、以下により対応するものとする。

１ こいとの交雑種の取扱い

こいとの交雑種は、こいとして取り扱うこととし、こいとの交雑種の輸入に当たって

は、輸出国とこいの衛生条件を締結し、当該条件に基づく検査証明書の添付が必要とな

ることに留意する。

２ クロコメットの取扱い

クロコメット（black comet）は、こいとの交雑種として取り扱うこととする。

３ こいとの交雑種の輸入時における留意点

（１）輸入者は、こいとの交雑種とその他の水産動物を同一貨物で輸入する場合は、輸送

袋を分けて梱包するよう努める。

（２）輸入者は、こいとの交雑種とその他の水産動物を同一貨物で輸入する場合は、水産

動物の種類ごとに分けて申請する。

４ きんぎょ等（きんぎょその他のふな属魚類、はくれん、こくれん、そうぎょ、あおう

おとして輸入されたもの）の取扱い

家畜防疫官は、現物検査又は管理飼育中の立入検査において、きんぎょ等にヒゲを確

認した場合は、当該魚種についてこいとの交雑種として取り扱うこととするとともに、

速やかに企画管理部企画調整課あて報告する。

５ 魚種確認の依頼

（１）輸入者は、輸入しようとするきんぎょ等について、こいとの交雑種であるか否かの

確認を依頼する場合は、輸入許可申請書の参考欄にその旨を記載させるとともに、「魚

種確認依頼書」（別記様式第１号）を併せて提出する。

（２）（１）の依頼を受けた動物検疫所（以下「検査担当動物検疫所」という。）は、現物

検査時に目視により当該魚のヒゲの有無を確認し、ヒゲが確認された場合には４の対

応をとる。

（３）検査担当動物検疫所は、（２）でヒゲが確認されなかった場合には、必要尾数（３

尾以上）を採取して、実体顕微鏡によりヒゲの有無を確認し、ヒゲが確認された場合

には、４の対応をとる。なお、実体顕微鏡を有していない場合には、「輸入水産動物

の魚種確認について」（別記様式第２号）により精密検査部海外病検査課に魚種確認

を依頼する。
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（４）検査担当動物検疫所は、（３）でヒゲが確認されなかった場合（精密検査部海外病

検査課に依頼した場合を含む。）には、「輸入水産動物の魚種確認について」（別記様

式第２号）により精密検査部海外病検査課に電気泳動法による魚種確認を依頼する。

（５）精密検査部海外病検査課は、魚種確認の結果について「輸入水産動物の魚種確認に

ついて（回答）」（別記様式第３号）により検査担当動物検疫所に回答するとともに、

企画管理部企画調整課に連絡する。

（６）検査担当動物検疫所は、魚種確認の結果について輸入者に回答する。



別記様式第１号

平成 年 月 日

魚種確認依頼書

動物検疫所（ ）長 殿

（輸入者（届出者）名、連絡先）

平成 年 月 日付けで輸入許可申請を行った（水産動物の種類及び数量）につ

いて、こいとの交雑種か否か魚種確認を依頼します。



別記様式第２号

平成 年 月 日

輸入水産動物の魚種確認について

企画管理部企画調整課長 殿

精密検査部海外病検査課長 殿

○○支所検疫課長（出張所長）

平成 年 月 日付けで輸入許可書を交付した（水産動物の種類及び数量）につ

いて、こいとの交雑種か否か魚種確認（実体顕微鏡によるヒゲ確認、電気泳動法）※を依

頼します。

※該当するものに○印で囲む（両者該当する場合は両者を○印で囲む。）。



別記様式第３号

平成 年 月 日

輸入水産動物の魚種確認について（回答）

企画管理部企画調整課長 殿

○○支所検疫課長（出張所長） 殿

精密検査部海外病検査課長

平成 年 月 日付けで依頼のありました魚種確認について、下記のとおり結果

をお知らせします。

記

検査方法及び結果：
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